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１１ 改正の背景と趣旨・目的改正の背景と趣旨・目的

国家目標国家目標「国家知的財産権戦略綱要「国家知的財産権戦略綱要（（0808年年））」」

20202020年に世界レベルの「創新型国家」年に世界レベルの「創新型国家」へへ

知的財産権保護の現実知的財産権保護の現実
立証が難しい、審理に時間かかる立証が難しい、審理に時間かかる 、賠償金額が低い、賠償金額が低い

権利行使：権利行使：高コスト、低効果高コスト、低効果
中国知識産権局の調査結果：中国知識産権局の調査結果：

3 3 割の割の専利専利権者が侵害権者が侵害問題に遭遇しているが問題に遭遇しているが、権利行使を行ったのは、権利行使を行ったのは僅か僅か1 1 割割

「創新型国家」「創新型国家」の建設が阻害されているの建設が阻害されている
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司法機関および行政機関に調査・証拠収集の司法機関および行政機関に調査・証拠収集の権限権限
を与え、を与え、権利行使時の権利行使時の「立証難」の問題「立証難」の問題の解決を図の解決を図

る。（る。（第第 61 61 条第条第3 3 項項のの新設新設、、 第第6464条の改正）条の改正）

２２ 主な改正点主な改正点その１：その１： 立証負担の軽減立証負担の軽減

第第 61 61 条第条第3 3 項項((新設新設))
専利専利権侵害訴訟において、被疑侵害者が把握してい権侵害訴訟において、被疑侵害者が把握してい

るる被疑被疑侵害侵害品品及び帳簿、資料等の証拠に対し、人民法及び帳簿、資料等の証拠に対し、人民法
院は原告またはその訴訟代理人の申請に基づいて法院は原告またはその訴訟代理人の申請に基づいて法

律により調査収集しなければならない。律により調査収集しなければならない。被疑被疑侵害者が証侵害者が証
拠を提供しないか、または証拠を拠を提供しないか、または証拠を隠し隠し、偽造、、偽造、隠滅隠滅するする
場合、場合、人民法院人民法院は法律に基づいて、民事訴訟妨害に係は法律に基づいて、民事訴訟妨害に係

る強制措置を講じる。犯罪となる場合、法律に基づいてる強制措置を講じる。犯罪となる場合、法律に基づいて
刑事責任を追及する。刑事責任を追及する。
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第第 64 64 条条（改正）（改正）
専利業務管理部門専利業務管理部門は、既に取得した証拠に基づいては、既に取得した証拠に基づいて被疑専被疑専

利侵害行為利侵害行為及び被疑専利詐称行為を取り締まる際に及び被疑専利詐称行為を取り締まる際に 、関係当、関係当
事者に事者に尋問し尋問し、被疑違法行為に関する情況に対して調査をす、被疑違法行為に関する情況に対して調査をす
ることができる；当事者の被疑違法行為の場所に対して現場検ることができる；当事者の被疑違法行為の場所に対して現場検
査をすることができる；被疑違法行為に関する契約、領収書、査をすることができる；被疑違法行為に関する契約、領収書、
帳簿及びその他の関連資料帳簿及びその他の関連資料を調べを調べ、写しを取ることができる；、写しを取ることができる；
被疑違法行為に関する製品を検査し、被疑違法行為に関する製品を検査し、侵害品侵害品或いは或いは専利詐称専利詐称
製品であることが製品であることが証拠により証明された製品を封印又は差し押証拠により証明された製品を封印又は差し押
さえることができる。さえることができる。

専利業務を管理する部門は法に基づき前項に規定の職権専利業務を管理する部門は法に基づき前項に規定の職権
を行使する際に、当事者は協力をを行使する際に、当事者は協力をししなければならず、拒否又はなければならず、拒否又は
妨害をしてはいけない。妨害をしてはいけない。調査され調査されたた当事者が、専利業務管理部当事者が、専利業務管理部
門の職権行使を拒否、妨害する場合、専利業務管理部門は警門の職権行使を拒否、妨害する場合、専利業務管理部門は警
告を与える。情状が重大である場合は、法に基づいて治安管告を与える。情状が重大である場合は、法に基づいて治安管
理処罰を科す。理処罰を科す。
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無効審判の審決確定時間及びその後の手続き無効審判の審決確定時間及びその後の手続きのの明確化明確化（（第第

4646条第条第２２項項と第と第6060条条第第4 4 項項の新設）の新設）

主な改正点主な改正点その２：権利行使手続きにかかる時間の短縮その２：権利行使手続きにかかる時間の短縮２２

第第 4646条第条第２２項項（新設）（新設）
専利権を無効とする決定または専利権を維持する決定を下した専利権を無効とする決定または専利権を維持する決定を下した
後、国務院専利行政部門は後、国務院専利行政部門は速やかに速やかに登録及び公告しなければ登録及び公告しなければ
ならない。当該決定は公告日から効力が発生する。ならない。当該決定は公告日から効力が発生する。
（現行法：（現行法：専利権を無効とする決定は、国務院の専利行政部門専利権を無効とする決定は、国務院の専利行政部門
が登録及び公告する。が登録及び公告する。 ））

専利法第専利法第60 60 条第条第4 4 項項((新設新設))
専利権を無効とする決定または専利権を維持する決定の効力専利権を無効とする決定または専利権を維持する決定の効力
が発生した後、専利業務管理部門及び人民法院は当該決定にが発生した後、専利業務管理部門及び人民法院は当該決定に
基づいて、専利権侵害紛争を基づいて、専利権侵害紛争を速やかに速やかに審理、処理しなければな審理、処理しなければな
らない。らない。
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専利業務管理部門にも損害賠償を命じる権限を与える
（第 60条2項の改正、第65条2項の改正）

主な改正点その３：行政部門の紛争処理権限の強化２

第60条第2項（改正）
専利業務管理部門が紛争処理を行う場合、侵害行為が成
立すると認定したときは、侵害者に直ちに侵害行為の停止
と、損害賠償損害賠償損害賠償損害賠償を命じることができる。…………

第65条2項（改正）
専利権者の損失、侵害者の得た利益及び専利の実施許諾
料の算定がともに困難な場合には、専利業務管理部門専利業務管理部門専利業務管理部門専利業務管理部門ま
たは人民法院は専利権の種類、侵害行為の性質や情状な
どの要素に基づいて、1 万元以上100 万元以下の賠償額を
決定することができる。
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専利業務管理部門に専利業務管理部門にもも取り締まる取り締まる権限を与える権限を与える
（（第第 6600条条33項の新設）項の新設）

主な改正点主な改正点その３：行政部門の紛争処理権限の強化その３：行政部門の紛争処理権限の強化２２

第第 6600条条33項（項（新設）新設）

市場秩序を乱す市場秩序を乱す容疑のある容疑のある専利侵害行為に対し、専利業専利侵害行為に対し、専利業
務管理部門は法律に基づいて取り締まる権利を有する；全務管理部門は法律に基づいて取り締まる権利を有する；全
国において重大な影響がある場合、国務院専利行政部門国において重大な影響がある場合、国務院専利行政部門
がが組織し組織して取締るて取締る。専利業務管理部門は侵害行為が成立。専利業務管理部門は侵害行為が成立
し、かつ市場秩序を乱したと認定した場合、侵害行為の停し、かつ市場秩序を乱したと認定した場合、侵害行為の停

止を命じ、不法所得を没収し、かつ、侵害製品、または侵害止を命じ、不法所得を没収し、かつ、侵害製品、または侵害
行為を実施するための専用設備を没収、廃棄することがで行為を実施するための専用設備を没収、廃棄することがで
き、かつ、不法所得き、かつ、不法所得4 4 倍以下の罰金を科し、不法所得がな倍以下の罰金を科し、不法所得がな
いかまたは不法所得が算定できない場合は、いかまたは不法所得が算定できない場合は、20 20 万元以下万元以下

の罰金を科すことができる。の罰金を科すことができる。
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賠償金の計算は「穴埋め制度」から「ペナルティー制度」へ賠償金の計算は「穴埋め制度」から「ペナルティー制度」へ
（（第第 6655条第条第3 3 項項のの新設新設））

２２ 主な改正点主な改正点その４：その４： 損害賠償額損害賠償額の増額の増額

第第 6655条第条第3 3 項項((新設新設))
専利権を故意に侵害する行為に対して、専利業務管理専利権を故意に侵害する行為に対して、専利業務管理
部門または人民法院は、侵害行為の情状、規模、損害部門または人民法院は、侵害行為の情状、規模、損害
結果等の要素に応じて、前結果等の要素に応じて、前二二項に基づいて算定した賠項に基づいて算定した賠

償額を最高償額を最高三三倍まで増額することができる。倍まで増額することができる。
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３３ 今回の改正で期待できる効果と問題点今回の改正で期待できる効果と問題点

効果効果：：権利行使しやすくなる権利行使しやすくなる

�� 官庁費用の節約（行政摘発の場合）官庁費用の節約（行政摘発の場合）

�� 弁護士費用の節約弁護士費用の節約

�� 迅速に権利行使できる迅速に権利行使できる
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３３ 今回の改正で期待できる効果と問題点今回の改正で期待できる効果と問題点

問題点：権利の有効性判断における「審級の利益」

� 登録と権利の確定

特許

実用新案、意匠

� 権利行使 審決取消訴訟審決取消訴訟審決取消訴訟審決取消訴訟

侵害訴訟侵害訴訟侵害訴訟侵害訴訟

判決判決判決判決

判決判決判決判決審理再開審理再開審理再開審理再開

無効審判無効審判無効審判無効審判 審決審決審決審決

侵害訴訟侵害訴訟侵害訴訟侵害訴訟 判決判決判決判決

中止中止中止中止

実体審査実体審査実体審査実体審査 不服審判不服審判不服審判不服審判 登録登録登録登録 無効審判無効審判無効審判無効審判

登録登録登録登録方式審査方式審査方式審査方式審査 無効審判無効審判無効審判無効審判

特許

実用新案、意匠

権利権利権利権利
範囲範囲範囲範囲
確定確定確定確定

（（（（注注注注：：：： 白矢印白矢印白矢印白矢印はははは現行法現行法現行法現行法をををを示示示示しししし、、、、破線矢印破線矢印破線矢印破線矢印はははは改正法改正法改正法改正法をををを示示示示すすすす）））） 11



４４ 中国の裁判制度---二審終審制

最高裁判所最高人民法院

高等裁判所

簡易裁判所

地方裁判所

中国 日本

高級人民法院

中級人民法院

基礎人民法院

知財高裁知財高裁知財高裁知財高裁
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４４ 中国の裁判制度---二審終審制
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４４ 中国の裁判制度---知財訴訟の管轄

１、地域 ２、級別

最高人民法院最高人民法院最高人民法院最高人民法院（（（（最高裁最高裁最高裁最高裁））））

高級人民法院高級人民法院高級人民法院高級人民法院（（（（高裁高裁高裁高裁））））

中級人民法院中級人民法院中級人民法院中級人民法院（（（（地方裁判所地方裁判所地方裁判所地方裁判所））））

基層人民法院基層人民法院基層人民法院基層人民法院（（（（簡易裁判所簡易裁判所簡易裁判所簡易裁判所））））

専利紛
争事件

その他の
知財紛
争事件

不
法
侵
害
行
為
地

不
法
侵
害
行
為
地

不
法
侵
害
行
為
地

不
法
侵
害
行
為
地
又又又又
はははは
被
告
所

被
告
所

被
告
所

被
告
所

在
地
在
地
在
地
在
地

71

1審

66

1審

2009年1月現在
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４４ 中国の裁判制度---知財訴訟の管轄

知的財産民事事件１審の管轄
�高級人民法院

2億中国元以上；
1億中国元以上（渉外、一方当事者が管轄地域外にある）；

�最高人民法院指定の基礎人民法院
500万元未満；
500～1千万元未満（原告、被告とも管轄地域内）；

�上記以外、中級人民法院

（最高人民法院（法発[2010]5号）通知 2010.2.1施行）

�途中途中途中途中からのからのからのからの請求金額請求金額請求金額請求金額のののの変更変更変更変更についてについてについてについて、、、、悪意以外悪意以外悪意以外悪意以外はははは裁判所裁判所裁判所裁判所のののの変更変更変更変更はしはしはしはし
ないないないない。（。（。（。（最高人民法院の回答（1996年））

３、訴訟請求金額による管轄
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４４ 中国の裁判制度---知財訴訟の管轄

４、併合審理原則による管轄

当事者が同一法律関係又は同一法律事実に基
づいて紛争を起こし、異なる訴訟請求をそれぞれ管
轄権を有する異なる人民法院に提起した場合、その
後受理した人民法院は、他の人民法院が既に案件
を受理したことを知った後に、7日以内に案件を先に
受理した人民法院に移管し併合して審理する裁定を
下さなければならない。

（最高人民法院の経済審判工作の中で「中華人民共和国民事訴訟法」を厳格に
執行する若干規定第2条）

非侵害確認訴訟に要注意！
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４４ 中国の裁判制度---二審終審制

審理期限

� 一審：立案の日より六ヶ月以内に審理を終結、
法院院長の認可を経て六ヶ月延長可能。

� 二審：立案の日より三ヶ月以内に審理を終結。

� ただし、渉外事件には適用されない 。
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４４ 中国の裁判制度-- 司法監督制度

司法監督手続きとその発動

すでに法律効力を生じている法院の判決、裁定に対し確か
に不当な点があることを，

１、法院院長、上級人民法院、最高人民法院が発見し 、審
理監督手続を発動する。または、

２、事件当事者が主張し、一定の法定事実と理由を備えて
再審を申請する。

管轄管轄管轄管轄のののの誤誤誤誤りりりり；；；；新新新新しいしいしいしい有力有力有力有力なななな証拠証拠証拠証拠；；；；原判決原判決原判決原判決、、、、裁定裁定裁定裁定のののの法律法律法律法律のののの適用適用適用適用にににに誤誤誤誤りがあるりがあるりがあるりがある；；；；裁裁裁裁
判判判判がががが法定法定法定法定のののの手続手続手続手続にににに違反違反違反違反しししし、、、、事件事件事件事件のののの正確正確正確正確なななな判決判決判決判決、、、、裁定裁定裁定裁定にににに影響影響影響影響をををを与与与与えたえたえたえた可能性可能性可能性可能性がががが
あるあるあるある；；；；裁判官裁判官裁判官裁判官がががが当該事件当該事件当該事件当該事件をををを審理審理審理審理するするするする際汚職際汚職際汚職際汚職などなどなどなど不正行為不正行為不正行為不正行為をしてをしてをしてをして、、、、違法裁判行違法裁判行違法裁判行違法裁判行
為為為為をををを行行行行ったったったった。。。。

民事訴訟法民事訴訟法民事訴訟法民事訴訟法、、、、およびおよびおよびおよび最高人民法院最高人民法院最高人民法院最高人民法院「「「「民事訴訟法民事訴訟法民事訴訟法民事訴訟法」」」」裁判監督手続裁判監督手続裁判監督手続裁判監督手続のののの適用適用適用適用のののの若干若干若干若干のののの問題問題問題問題にににに関関関関するするするする解釈解釈解釈解釈 2008200820082008
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４４ 中国の裁判制度-- 司法監督制度

2010年最高裁が受理した知財民事訴訟の案件
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115115115115件件件件そのそのそのその他他他他

0.270.270.270.27％％％％198198198198件件件件再審案件再審案件再審案件再審案件

二審判決二審判決二審判決二審判決にににに占占占占めるめるめるめる再審再審再審再審のののの割合割合割合割合新規受理新規受理新規受理新規受理



４４ 中国の裁判制度–-知財民事訴訟件数の推移
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５５ 最高裁が選んだ最高裁が選んだ20112011年度重要判例の紹介年度重要判例の紹介

中国最高裁が2012年4月11日に発表した重要判例

１０の重大案件 ５０の典型的な案件
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５５ 最高裁が選んだ最高裁が選んだ20112011年度重要判例の紹介年度重要判例の紹介

「インクカートリッジ」特許無効審判と審決取消訴訟

専利法第三十三条（新規事項の制限）

出願人は、その専利出願の書類について補正をす
ることができるが、特許及び実用新案の専利出願
の書類についての補正は出願時の明細書及びク
レームに記載された範囲を超えてはならず、意匠の
出願書類の補正については出願時の図面又は写
真に示された範囲を超えてはならない。

関連条文
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５５ 最高裁が選んだ最高裁が選んだ20112011年度重要判例の紹介年度重要判例の紹介

分割出願

発明の名称
インクプリンター設備

発明の名称
インクカートリッジ
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５５ 最高裁が選んだ最高裁が選んだ20112011年度重要判例の紹介年度重要判例の紹介

半導体メモリ装置

メモリ装置

母出願 分
割
出
願
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５５ 最高裁が選んだ最高裁が選んだ20112011年度重要判例の紹介年度重要判例の紹介

分割出願時に母出願の出願時の明細書及びク
レームに記載された「半導体メモリ装置」を、「メモリ
装置」に補正したことは「新規事項」であるか？

争点

メモリ装置：半導体メモリ装置、磁気メモリ装置など
を含むでは？
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５５ 最高裁が選んだ最高裁が選んだ20112011年度重要判例の紹介年度重要判例の紹介

案件の経緯

�無効審判：すべての請求項無効（2008年4月15日第11291号審決）

�審決取消訴訟一審判決：無効審決を支持

�二審判決：一審判決を破棄、無効審判のやり直しを
命じた

�最高裁行政裁定： 二審判決を支持

（2011年12月25日 （2011）知行字第53号）
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５５ 最高裁が選んだ最高裁が選んだ20112011年度重要判例の紹介年度重要判例の紹介

①出願時の明細書及びクレームに記載された文言の内容と、
②明細書、クレーム、図面から直接かつ一義的に確定できる内容

審査指南

専利法第三十三条にいう「出願時の明細書及びクレームに記載
された範囲」の解釈

①出願時の明細書及びクレームにおいて文字又は図形等で明確
に表した内容と
②当業者が出願時の明細書及びクレームに記載された内容を総
合して直接かつ明確に導き出せる内容

最高裁最高裁
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